
岩野田北まちづくり協議会規約 

（名 称） 

第１条 本会は岩野田北まちづくり協議会（以下「協議会」という）と称する。 

（目 的） 

第２条 協議会は、地域社会における住民相互の交流と住民主体の文化、学習、健康 

  増進、福祉活動を促進し、併せて環境の保持、改善、防災体制の確立、次世代育 

  成による地域活性化のための支援活動など、地域のまちづくりに関する総合的な 

  活動を自治会や各種団体等と連携して行い、地域のコミュニティに寄与すること 

  を目的とする。 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。   

 （１）地域住民の健康と福祉の増進、文化、教養の向上、環境の保全、改善に関す 

   ること。 

 （２）地域住民相互の情報交換並びに交流・親睦等に関すること。 

  （３）生活環境の改善向上に関すること。 

 （４）防災、防火、防犯に関すること。 

 （５）岩野田北自治会連合会の活動との連携に関すること。 

 （６）前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業。 

（組 織） 

第４条 協議会は、岩野田北地域に居住する住民で構成するものとし、自治会連合会、 

  各種団体等から推薦された者及び住民有志（以下「委員」という）をもって組織 

  する。 

（事務所） 

第５条 協議会の事務所は、岩野田北公民館内に置く。 

（役 員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。    

    会 長       １ 名 

  副会長       ２名ないし３名 

   理 事       若干名 

  参 与       若干名 

  書 記       １ 名 

  会 計       １ 名 

  監 事       ２ 名 

  部会長       若干名 

（役員の任務） 

第７条 会長は協議会を代表し、会務を統括する。 

 



 ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。    

 ３ 理事は協議会の要務を処理する。 

 ４ 参与は理事を補佐し、協議会の要務を処理する。 

 ５ 書記は庶務を担当し、会議及び活動を記録する。 

 ６ 会計は財産の管理及び金銭の収支を担当する。 

 ７ 監事は会計事務を監査する。 

 ８  部会長は専門部会を統括し、事業の推進を図る。 

（役員の選任等） 

第８条 会長、副会長、理事、参与、書記、会計、及び監事は総会において委員の中 

  から選出する。 

 ２ 部会長は専門的有識者の中から選任し、役員会の承認を得るものとする。 

 ３ 役員の任期は２年とする、但し、再選を妨げない。 

 ４ 役員に欠員が生じた時は補充することができる、ただし欠員により選出された 

  役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（顧問等） 

第９条 この協議会には、顧問及び相談役（以下「顧問など」という）を置くことが 

  できる。 

 ２ 顧問などは、役員会において選任し、会長が委嘱する。 

 ３ 顧問などは、事業推進のための助言、指導を行うことができる。 

（会 議） 

第１０条 協議会の会議は、総会、臨時総会、役員会及び専門部会議とする。 

 ２ 総会は協議会の最高議決機関であって、毎年１回会長が招集する。 

 ３ 臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。 

 ４ 協議会の全ての会議は過半数の出席をもって成立する。 

（議決等） 

第１１条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこ 

  れを決するものとする。 

 ２ 会議に出席できない委員は、全ての議決権を議長に委任することができる。 

 ３ 前項の規定により全ての議決権を議長に委任した委員は、会議に出席したもの 

  とみなす。 

（総 会） 

第１２条 総会は、委員をもって構成し、次の事項を議決する。 

  (１) 規約の改廃に関すること。 

  (２) 役員の選任に関すること。 

  (３) 事業計画に関すること。 

  (４) 予算、決算に関すること。 

  (５) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（役員会） 



第１３条 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集して開催する 

  ものとし、次の事項を協議する。 

 （１）総会に付議する議案に関すること。 

 （２）総会において付託された事項に関すること。 

 （３）各種活動の企画、事業方針に関すること。 

 （４）その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（専門部会） 

第１４条 特定の課題を推進するために、役員会において専門部会を設置すること 

  ができる。 

 ２ 専門部会は会長の指名する委員、その他必要とする者をもって構成する。 

 ３ 専門部会は、部会長が招集し、決定事項は役員会に報告して承認を得るもの 

  とする。 

（経 費） 

第１５条 協議会の経費は、補助金、寄付金等をもってこれに充てる。 

（会計年度） 

第１６条 協議会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（その他） 

第１７条 この規約に定めない事項については、役員会で定める。 

 

附 則   

  この規約は、平成１６年１０月 ２日から施行する。   

  この規約は、平成１７年 ６月 ４日から施行する。 

  この規約は、平成２１年 ４月 １日から施行する。   

  この規約は、平成２１年 ９月２７日から施行する。   

  この規約は、平成２３年 ６月 １日から施行する。   

  この規約は、平成２６年 ６月 １日から施行する。  

 この規約は、平成２９年 ５月２２日から施行する。 

 


